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我が国の海洋状況把握（ＭＤＡ）の能力強化の必要性

背 景

○ 顕在化する海洋における脅威への対応

-外国漁船による違法操業、近隣諸国による海洋権益を巡る主張の活発化、津波等の自然災害・海洋汚染

○ 海洋環境の保全と調和した海洋の開発・利用の促進

○ 国際社会への貢献 ⇒ 「自由で開かれた平和な海洋」の維持・確保

-「海洋安全保障に関するG7外相声明」（平成28年4月）： 「海洋状況把握に必要となる情報共有と連携を促進する」

-G7茨城・つくば科学技術大臣会合「つくばコミュニケ」（平成28年5月）： 「地球規模の海洋観測の強化のためのイニ

シアチブへの取組を支援する」

海洋状況把握（ＭＤＡ）

海洋状況把握（MDA：Maritime Domain Awareness）は、関係政府機関の連携を強化し、国の防衛、

安全、経済、環境に影響を与える可能性のある海洋に関する事象を効果的に把握する取組。平成13

年の米国同時多発テロ事件を契機に米国で検討が開始され、米国、欧州で取組が先行。

１

経 緯

・平成25-27年 ：海洋基本計画、宇宙基本計画、国家安全保障戦略において、宇宙技術の活用を含め

た海洋状況把握に関する取組の推進等を規定。
・平成26-27年 ：総合海洋政策本部事務局、宇宙戦略室、国家安全保障局による検討会議を累次実施

・平成26-28年 ：総合海洋政策本部参与会議が、海洋状況把握（MDA）の推進に関し提言。（平成29年

度にシステム整備に着手すべき等）
・平成27年 3月：関係府省等連絡調整会議の設置（以後計４回開催）

10月：同会議において我が国の海洋状況把握（ＭＤＡ）全体のコンセプトをとりまとめ



「我が国の海洋状況把握の能力強化に向けた取組」(総合海洋政策本部決定)の概要

○ 海上保安庁において、衛星情報を含めた海洋情報の集約・共有・提供のための情報システム＝

「海洋状況表示システム」を整備・運用。平成29年度に整備に着手

○ 関係府省・政府関係機関は、「海洋状況表示システム」に対して、必要なデータ・情報の収集・加

工・管理を行った上で、海洋情報を提供。

○ 海洋の観測・調査・モニタリングの充実・強化

○ 海洋観測等に必要な施設・設備の整備・運用、先進的な観測技術・システムの開発等

○ 国際協力による地球規模の海洋の観測・調査の推進、国際的な海洋観測の枠組み等を通じた

海洋情報の共有、米国等との連携・協力

１．海洋情報の集約・共有・提供の体制整備

２．海洋情報の収集・取得の取組強化

３．国際協力の推進

２

【総理指示】
関係府省・機関が連携して、海洋観測を強化するとともに、衛星情報を含め、広範な
海洋情報を集約し提供する『海洋状況表示システム』を新たに整備する。



「海洋状況表示システム」の意義と概要

「海洋状況表示システム」

気象庁 関係府省 海洋調査研究機関海上保安庁 宇宙開発機関

海底地形 船舶通航量 海水温・水質被災状況画像
（衛星画像等）

海洋調査データ 降 水 海面水温

海洋安全保障に係る情報

（情報収集のイメージ）

波浪、海流等

３

広範・広域性、リアルタイム性、利便性・一覧性に優れた「海洋状況表示システム」を整備
⇒ 海洋情報の質・量の高度化
⇒ 海洋の安全保障、海上安全、自然災害対処、環境保全、産業振興等に広く貢献

・海洋安全保障

・海上安全
・自然災害対処
・産業振興
・海洋環境保全
・研究開発

海洋安全保障に係る府省

（衛星観測情報）

＜海上保安庁＞

海洋の観測・調査・モニタリングの充実強化



３．我が国において実現すべきＭＤＡの概念

（２）ＭＤＡ構築にあたっての基本的な考え方
我が国において実現すべきＭＤＡは、海洋関連情報を利用者に利用しやすい形で提供するこ
とにより、情報の利便性を向上させることにある。まずは、既存の海洋関連情報を把握・整理し
て、海洋安全保障と海上安全、さらに、自然災害対策、海洋環境保全や海洋産業振興等に役立
つように発展させていく。
また、適切な情報管理のため、システムを以下の三層構造とし、情報の共有にあたっては、そ
れぞれ取り扱う情報の区分に応じて、「必要な情報」を「必要な相手」に提供（共有）することを基
本とする。
① 民間も利用できる情報・システム
② 政府機関で共有する情報・システム
③ 海洋安全保障に携わる一部の政府機関のみで共有する情報・システム
我が国において実現すべきＭＤＡの構築にあたっては、関係府省等がそれぞれの行政・業務
目的で保有・運用する情報や、情報システムをできる限り利活用する。また、ＭＤＡにおいては、
船舶等の動態監視など、情報の利活用のあり方に応じたリアルタイム性と広域性が求められる
ことから我が国等が保有する衛星等のアセットや、技術及び知見・経験を活用する。
また、我が国のＭＤＡ能力を強化することにより、海洋安全保障・海上安全に加え、自然災害
対策や海洋環境保全の分野において国際協力・国際連携に寄与する。

「我が国における海洋状況把握（ＭＤＡ）について」（抄）
平成２７年１０月

海洋状況把握に係る関係府省等連絡調整会議
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